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令和２年７月豪雨による被害に伴う派遣労働に関する労働相談Ｑ＆Ａ 

 

 

 

令和２年７月 17日版 

 

 

令和２年７月豪雨による被害により、今後相当の期間にわたり、経済活動と雇用への重大な影響

が生ずることが懸念されており、特に、急激な事業変動の影響を受けやすい派遣労働者については、

生活の基盤となる職場を失うおそれがあります。 

 

このため、派遣労働者、派遣会社及び派遣先からの派遣労働に関する労働相談についてＱ＆Ａを

取りまとめることとしました。 
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令和２年７月豪雨による被害に伴う派遣労働に関する労働相談Ｑ＆Ａ 

 

１ 派遣労働者からの相談 

 

問 1-1 派遣会社から他の派遣先を探しているので休業であると言われた。 

   ・ 派遣先の事務所が豪雨の直接の影響を受け、休業となり、今は派遣先を探してもらっている。 

   ・ 派遣先は被災地でないが、被災地から部品が届かず、工場が休みで、派遣先を探している。 

 

問 1-2 新しい派遣先が遠隔地のため応じたくないが、派遣会社から従わないと解雇と言われた。 

 

問 1-3 豪雨の影響で休業しているが、派遣会社から休業中の賃金は支払えないと言われた。 

   ・ 派遣先の事務所が豪雨の影響を受け、休業となり、賃金は支払えないと言われた。 

 

問 1-4 派遣会社から「年休取得」を命じられたが、どうすればいいか。 

   ・ 派遣会社に年休取得せよと言われたが、取りたくない。 

 

問 1-5 私は無期雇用の派遣労働者であるが、派遣契約を打ち切られて解雇を告げられた。 

   ・ 豪雨で派遣会社に他の派遣先を探してもらえず、解雇前の予告もなく、いきなり解雇された。 

 

問 1-6 私は有期雇用の派遣労働者であるが、契約期間満了前の解雇を告げられた。 

   ・ 豪雨で派遣会社に他の派遣先を探してもらえず、有期労働契約を中途解除された。 

 

問 1-7 私は有期雇用の派遣労働者であるが、契約期間満了後の不更新（雇止め）を告げられた。 

   ・ 豪雨で派遣会社に他の派遣先を探してもらえず、有期労働契約が満了し、雇止めされた。 

 

問 1-8 豪雨により廃業・倒産した派遣会社から支払ってもらっていない賃金があるが、どうすればいいか。 

   ・ 派遣労働者であるが、未払賃金立替払制度の概要を教えて欲しい。 

 

 

２ 派遣会社からの相談 

 

問 2-1 派遣労働者を休業させたいが、休業手当を支払う余裕がない。 

   ・ 豪雨により、派遣先から派遣契約を打ち切られたが、派遣労働者に休業手当を支払うべきか。 

 

問 2-2 派遣労働者を休業させたいが、休業手当ではなく、見舞金など一時金の支払をもってこれに代えた

い。 

   ・ 豪雨により、派遣先から派遣契約を打ち切られたが、派遣労働者に見舞金を支払うべきか。 

 

問 2-3 派遣労働者に年休を取得させたい。 

   ・ 豪雨により、派遣先から派遣契約を打ち切られたが、派遣労働者に年次有給休暇を消化させてよ

いか。 

 

問 2-4 派遣労働者の雇用を維持することがどうしても難しい場合、解雇してよいか。 

   ・ 豪雨により、派遣先から派遣契約を打ち切られ、やむを得ない場合は、派遣労働者を解雇してよ

いか。 

 

問 2-5 派遣労働者に別の就業先を紹介したいが、遠いと断られたので、解雇してよいか。 

   ・ 豪雨により、派遣先から派遣契約を打ち切られたが、別の派遣先を紹介したところ、断られた。 

 

問 2-6 派遣労働者の雇用維持のため、雇用調整助成金を活用したいが、その制度の概要を教えて欲しい。 

   ・ 被災地にある派遣会社がやむを得ず派遣労働者を休業させる場合、雇調金を使えるか。 
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   ・ 被災地にある派遣先の事業縮小に伴う休業の場合、雇調金を使えるか。 

 

問 2-7 労働者派遣契約の中途解除を申し込まれた場合、金銭補償や就業機会の確保などを求められるか。 

・ 豪雨により、派遣先に派遣契約を打ち切られたので、求償したい。 

・ 豪雨により、派遣先に派遣契約を打ち切られたので、取引先など別の派遣先のあっせんを求めた

い。 

 

問 2-8 労働者派遣契約の一時的な履行停止を申し込まれた場合、派遣料金や金銭補償を求められるか。 

   ・ 豪雨のため、派遣先から、労働者派遣契約は解除せず、一時的な履行停止の申込みがあった。 

 

問 2-9 豪雨のため、本来の派遣業務とは別の業務に派遣労働者を従事させてもよいか。 

 

 

３ 派遣先からの相談 

 

問 3-1 派遣会社に、労働者派遣契約の中途解除を申し込みたいが、金銭補償や別の派遣先のあっせんが必

要か。   

労働者派遣契約に中途解除の場合の損害賠償等の規定があるが、豪雨の影響によるものなので無効

とならないか。 

 ・ 派遣契約の打ち切りを行うに当たり、契約上、損害賠償の規定があれば、天災でも賠償が必要か。 

 

問 3-2 労働者派遣契約は中途解除しないが、派遣会社に一時的な履行停止を申し込みたい。 

  ・ 豪雨で操業できないので、契約の一部不履行となるが、金銭的な補償をする必要があるか。 

  ・ 一時的な操業停止の間、派遣会社が派遣料金を全額請求したいと言ってきたが、払えない。 

 

問 3-3 豪雨のため、本来の派遣業務とは別の業務に派遣労働者を従事させてもよいか。 
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１ 派遣労働者からの相談 

 

 

問 1-1 派遣会社から他の派遣先を探しているので休業であると言われた。 

派遣先の事務所が豪雨の直接の影響を受け、休業となり、今は派遣先を探してもらっている。 

派遣先は被災地でないが、被災地から部品が届かず、工場が休みで、派遣先を探している。 

答 1-1 

 

① 派遣会社においては、「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」第２の２の（３）

に基づき、ある派遣先との間で労働者派遣契約が打ち切られたとしても、派遣先と協力し

ながら、派遣労働者の新たな就業先の確保を図り、それができない場合はまずは休業等を

行い雇用の維持を図るようにするとともに、休業手当を支払うこととなっています。 

② 使用者において新たな就業機会を確保できず、使用者の責に帰すべき事由により休業さ

せられる場合には、使用者（派遣会社）には休業手当を支払う義務があります（労働基準

法第 26条）が、「使用者の責に帰すべき事由」に当たるかどうかの判断は、派遣会社につ

いてなされます。派遣先の事業場が、天災事変等の不可抗力によって操業できないため、

派遣されている労働者を当該派遣先の事業場で就業させることができない場合であって

も、それによって「使用者の責に帰すべき事由」に該当しなくなるものではなく、派遣会

社について、当該労働者を他の事業場に派遣する可能性等を含めて、「使用者の責に帰す

べき事由」に該当するかどうかが判断されます。労働基準法上の休業手当の扱いについて

詳しく知りたい場合は、「令和２年７月豪雨による被害に伴う労働基準法や労働契約法に

関するＱ＆Ａ」を御覧いただくか、お近くの都道府県労働局又は労働基準監督署にお問い

合わせ下さい。 

③ 会社が、就業規則等において、労働基準法上の休業手当の要否にかかわらず、休業手当

の支払いについて定めている場合がありますので、派遣会社の担当者に確認して下さい。 

④ また、令和２年７月豪雨の影響に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくさ

れた派遣会社が、派遣労働者の雇用維持のために休業等を実施し、休業手当を支払う場合、

雇用調整助成金を活用できることがあります。 

⑤ 令和２年７月豪雨により、被災地内にある派遣先が直接的な被害を受けたことに伴い、

派遣先が事業を休止・廃止したために、一時的に離職を余儀なくされた方（雇用予約があ

る場合も含みます）については、失業給付を受給できる特別措置の対象となります。雇用

保険の特別措置について、詳しくは、「災害時における雇用保険の特例措置等について」

をご覧ください。 

 

 

問 1-2 新しい派遣先が遠隔地のため応じたくないが、派遣会社から従わないと解雇と言われた。 

答 1-2 

 

まず、勤務場所など労働条件の変更については、よく派遣会社の担当者と話し合って下

さい。個々の労働契約の変更による労働条件の変更の場合は、労使双方の合意がなければ

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/hakenhourei.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00157.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00157.html
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000134526_00001.html


5 

 

変更できません（労働契約法第８条）。また、就業規則の変更により労働条件を不利益に

変更する場合については、労使双方で合意することなく変更することはできず、合意せず

に変更する場合であっても、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変

更による労働条件の変更の内容が合理的なものでなければなりません（労働契約法第９

条、第 10条）。 

期間の定めのない労働契約を締結している労働者を解雇するに当たっては、民事上も、

客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇は無効となりま

す（労働契約法第 16 条）。なお、期間の定めのある労働契約(有期労働契約)の契約期間途

中の解雇は、やむをえない事由がなければ許されず、有期労働契約期間中の解雇は、無効

と判断される可能性が無期労働契約の解雇よりも高いと考えられます。（労働契約法第 17

条第１項）。また、労働者を解雇するに当たっては、30 日以上前に予告することなど一定

の手続が原則として必要となります（労働基準法第 20条）。お近くの都道府県労働局又は

労働基準監督署内の総合労働相談コーナーにおいて、民事上の労働問題に関する相談・情

報提供等を行っていますので、必要に応じて御活用下さい。 

 

 

問 1-3 豪雨の影響で休業しているが、派遣会社から休業中の賃金は支払えないと言われた。 

派遣先の事務所が豪雨の影響を受け、休業となり、賃金は支払えないと言われた。 

答 1-3 ① 使用者の責に帰すべき事由により休業させられる場合には、使用者（派遣会社）には休

業手当を支払う義務があります（労働基準法第 26条）が、「使用者の責に帰すべき事由」

に当たるかどうかの判断は、派遣会社についてなされます。派遣先の事業場が、天災事変

等の不可抗力によって操業できないため、派遣されている労働者を当該派遣先の事業場で

就業させることができない場合であっても、それによって「使用者の責に帰すべき事由」

に該当しなくなるものではなく、派遣会社について、当該労働者を他の事業場に派遣する

可能性等を含めて、「使用者の責に帰すべき事由」に該当するかどうかが判断されます。

労働基準法上の休業手当の扱いについて詳しく知りたい場合は、「令和２年７月豪雨によ

る被害に伴う労働基準法や労働契約法に関するＱ＆Ａ」を御覧いただくか、お近くの都道

府県労働局又は労働基準監督署にお問い合わせ下さい。 

② 会社が、就業規則等において、労働基準法上の休業手当の要否にかかわらず、休業手当

の支払いについて定めている場合がありますので、派遣会社の担当者に確認して下さい。 

③ 派遣会社においては、「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」第２の２の（３）に

基づき、ある派遣先との間で労働者派遣契約が打ち切られたとしても、派遣先と協力しな

がら、派遣労働者の新たな就業先の確保を図り、それができない場合はまずは休業等を行

い雇用の維持を図るようにするとともに、休業手当を支払うこととなっています。また、

派遣先においても、労働者派遣法第 29 条の 2 により、派遣先の都合により契約を打ち切

る場合には、新たな就業の機会の確保や休業手当等の支払に要する費用の負担等を講じな

ければならないこととされています。さらに、労働者派遣法第 26 条等により、労働者派

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00157.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00157.html
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/hakenhourei.html
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遣契約中に、契約の中途解除の際の新たな就業の機会の確保や、休業手当等の支払に要す

る費用の負担などに関する定めをすることになっていますので、派遣会社にご確認くださ

い。詳しくお知りになりたい場合は、お近くの都道府県労働局の需給調整事業担当にお問

い合わせ下さい。 

④ 令和２年７月豪雨により、被災地内にある派遣先が直接的な被害を受けたことに伴い、

派遣先が事業を休止・廃止したために、一時的に離職を余儀なくされた方（雇用予約があ

る場合も含みます）については、失業給付を受給できる特別措置の対象となります。雇用

保険の特別措置について、詳しくは、「災害時における雇用保険の特例措置等について」

をご覧ください。 

⑤ また、令和２年７月豪雨の影響に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくさ

れた派遣会社が、派遣労働者の雇用維持のために休業等を実施し、休業手当を支払う場合、

雇用調整助成金を活用できることがあります。 

 

 

問 1-4 

 

派遣会社から「年休取得」を命じられたが、どうすればいいか。 

派遣会社に年休取得せよと言われたが、取りたくない。 

答 1-4 

 

 

① 年次有給休暇は、原則として、労働者の請求する時季に取得するものであり、使用者（派

遣会社）が一方的に取得させることはできません（労働基準法第 39条第５項）。 

② 労働基準法上の年次有給休暇の扱いについては、お近くの都道府県労働局又は労働基準

監督署にお問い合わせ下さい。 

 

 

問 1-5  私は無期雇用の派遣労働者であるが、派遣契約を打ち切られて解雇を告げられた。 

 豪雨で派遣会社に他の派遣先を探してもらえず、解雇前の予告もなく、いきなり解雇された。 

答 1-5 ① 派遣会社においては、「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」第２の２の（３）

に基づき、ある派遣先との間で労働者派遣契約が打ち切られたとしても、派遣先と協力し

ながら、派遣労働者の新たな就業先の確保を図り、それができない場合はまずは休業等を

行い雇用の維持を図るようにするとともに、休業手当を支払うこととなっています。また、

派遣先においても、労働者派遣法第 29 条の 2 により、派遣先の都合により契約を打ち切

る場合には、新たな就業の機会の確保や休業手当等の支払に要する費用の負担等を講じな

ければならないこととされています。さらに、労働者派遣法第 26 条等により、労働者派

遣契約中に、契約の中途解除の際の新たな就業の機会の確保や、休業手当等の支払に要す

る費用の負担などに関する定めをすることになっていますので、派遣会社にご確認くださ

い。詳しくお知りになりたい場合は、お近くの都道府県労働局の需給調整事業担当にお問

い合わせ下さい。 

② また、労働者を解雇するに当たっては、民事上、客観的に合理的な理由を欠き、社会通

念上相当であると認められない解雇は無効となります（労働契約法第 16条）。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/haken-shoukai14/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000134526_00001.html
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/hakenhourei.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/haken-shoukai14/index.html
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なお、労働者を解雇するに当たっては、30日以上前に予告することなど一定の手続が原

則として必要となります（労働基準法第 20 条）。詳しくは、「令和２年７月豪雨による被

害に伴う労働基準法や労働契約法に関するＱ＆Ａ」を御覧いただくか、お近くの都道府県

労働局又は労働基準監督署（解雇等についての民事上の相談については、都道府県労働局

又は労働基準監督署内の総合労働相談コーナー）にお問い合わせ下さい。 

③ 新たな職を探されたい場合はお近くのハローワークにお問い合わせ下さい。また、雇用

保険を受給したいということであれば、ハローワークの雇用保険窓口にお問い合わせ下さ

い。 

 

 

問 1-6 私は有期雇用の派遣労働者であるが、契約期間満了前の解雇を告げられた。 

豪雨で派遣会社に他の派遣先を探してもらえず、有期労働契約を中途解除された。 

答 1-6 ① 派遣会社においては、「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」第２の２の（３）

に基づき、ある派遣先との間で労働者派遣契約が打ち切られたとしても、派遣先と協力し

ながら、派遣労働者の新たな就業先の確保を図り、それができない場合はまずは休業等を

行い雇用の維持を図るようにするとともに、休業手当を支払うこととなっています。また、

派遣先においても、労働者派遣法第 29 条の 2 により、派遣先の都合により契約を打ち切

る場合には、新たな就業の機会の確保や休業手当等の支払に要する費用の負担等を講じな

ければならないこととされています。さらに、労働者派遣法第 26 条等により、労働者派

遣契約中に、契約の中途解除の際の新たな就業の機会の確保や、休業手当等の支払に要す

る費用の負担などに関する定めをすることになっていますので、派遣会社にご確認くださ

い。詳しくお知りになりたい場合は、お近くの都道府県労働局の需給調整事業担当にお問

い合わせ下さい。 

② また、期間の定めのある労働契約の契約期間途中の雇用の打ち切り（解雇）は、民事上、

やむをえない事由がなければ許されず、有期労働契約期間中の解雇は、無効と判断される

可能性が無期労働契約の解雇よりも高いと考えられます（労働契約法第 17条第１項）。ま

た、労働者を解雇するに当たっては、30 日以上前に予告することなど一定の手続きも原

則として必要です（労働基準法第 20 条）。詳しくは、「令和２年７月豪雨による被害に伴

う労働基準法や労働契約法に関するＱ＆Ａ」を御覧いただくか、お近くの都道府県労働局

又は労働基準監督署（解雇等についての民事上の相談については、都道府県労働局又は労

働基準監督署内の総合労働相談コーナー）にお問い合わせ下さい。 

③ 新たな職を探されたい場合はお近くのハローワークにお問い合わせ下さい。また、雇用

保険を受給したいということであれば、ハローワークの雇用保険窓口にお問い合わせ下さ

い。 

 

 

問 1-7 私は有期雇用の派遣労働者であるが、契約期間満了後の不更新（雇止め）を告げられた。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00157.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00157.html
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/hokkaidou/index.html#antei
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/hokkaidou/index.html#antei
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/hakenhourei.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/haken-shoukai14/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00157.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00157.html
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/hokkaidou/index.html#antei
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/hokkaidou/index.html#antei
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豪雨で派遣会社に他の派遣先を探してもらえず、有期労働契約が満了し、雇止めされた。 

答 1-7 ① 期間の定めのある労働契約（有期労働契約）であっても、反復更新され、無期労働契約

と実質的に異ならない状態に至っている契約である場合や、契約締結時の経緯等から雇用

継続への合理的期待が認められる場合は、労働契約法第 19 条（いわゆる「雇止め法理」

について、最高裁判例の趣旨を規定したもの。）の規定により、雇止めが認められないこ

とがあります。また、雇止めの 30 日前に予告することなど一定の手続が必要な場合もあ

ります（有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準第１条）。詳しくは、「令和２

年７月豪雨による被害に伴う労働基準法や労働契約法に関するＱ＆Ａ」を御覧いただく

か、お近くの都道府県労働局又は労働基準監督署（解雇等についての民事上の相談につい

ては、都道府県労働局又は労働基準監督署内の総合労働相談コーナー）にお問い合わせ下

さい。 

② 新たな職を探されたい場合はお近くのハローワークにお問い合わせ下さい。また、雇用

保険を受給したいということであれば、ハローワークの雇用保険窓口にお問い合わせ下さ

い。 

 

 

問 1-8 豪雨により廃業・倒産した派遣会社から支払ってもらっていない賃金があるが、どうすれ

ばいいか。 

派遣労働者であるが、未払賃金立替払制度の概要を教えて欲しい。 

答 1-8   会社が廃業・倒産した場合の救済策として、賃金未払のまま退職した労働者に対して未

払賃金の一部を国が立替払する制度があります。詳しくは、お近くの都道府県労働局又は

労働基準監督署にお問い合わせ下さい。 

 

 

 

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/dl/h1209-1f.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00157.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00157.html
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/hokkaidou/index.html#antei
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/hokkaidou/index.html#antei
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/
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２ 派遣会社からの相談 

 

問 2-1 派遣労働者を休業させたいが、休業手当を支払う余裕がない。 

豪雨により、派遣先から派遣契約を打ち切られたが、派遣労働者に休業手当を支払う必要があるか。 

答 2-1 

 

① 派遣会社においては、「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」第２の２の（３）

に基づき、ある派遣先との間で労働者派遣契約が打ち切られたとしても、派遣先と協力し

ながら、派遣労働者の新たな就業先の確保を図り、それができない場合はまずは休業等を

行い雇用の維持を図るようにするとともに、休業手当を支払うこととなっています。また、

派遣先においても、労働者派遣法第 29 条の 2 により、派遣先の都合により契約を打ち切

る場合には、新たな就業の機会の確保や休業手当等の支払に要する費用の負担等を講じな

ければならないこととされています。 

② 使用者の責に帰すべき事由により休業させる場合、使用者（派遣会社）には休業手当を

支払う義務があります（労働基準法第 26条）が、「使用者の責に帰すべき事由」に当たる

かどうかの判断は、派遣会社についてなされます。派遣先の事業場が、天災事変等の不可

抗力によって操業できないため、派遣されている労働者を当該派遣先の事業場で就業させ

ることができない場合であっても、それによって「使用者の責に帰すべき事由」に該当し

なくなるものではなく、派遣会社について、当該労働者を他の事業場に派遣する可能性等

を含めて、「使用者の責に帰すべき事由」に該当するかどうかが判断されます。なお、就

業規則等において、労働基準法上の休業手当の要否にかかわらず休業手当の支払について

定めている場合は、その支払いが必要です。休業手当について詳しく知りたい場合は、「令

和２年７月豪雨による被害に伴う労働基準法や労働契約法に関するＱ＆Ａ」を御覧いただ

くか、お近くの都道府県労働局又は労働基準監督署にお問い合わせ下さい。 

③ また、労働者派遣法第 26 条等により、労働者派遣契約中に、契約の中途解除の際の新

たな就業の機会の確保や、休業手当等の支払に要する費用の負担などに関する定めをする

ことになっていますので、まずは、労働者派遣契約の内容を確認して下さい。 

④ なお、令和２年７月豪雨の影響に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくさ

れた派遣会社が、派遣労働者の雇用維持のために休業等を実施し、休業手当を支払う場合、

雇用調整助成金を活用できることがあります。助成金を受給するには、支給要件を満たす

必要がありますので、詳しくは雇用調整助成金の URLをご覧いただくか、お近くの都道府

県労働局又はハローワークにお問い合わせ下さい。 

 

 

問 2-2 派遣労働者を休業させたいが、休業手当ではなく、見舞金など一時金の支払をもってこれ

に代えたい。 

 豪雨により、派遣先から派遣契約を打ち切られたので休業させたい。一時金を支払えば休業手当の支払いは

不要か。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/hakenhourei.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00157.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00157.html
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_20200515.html
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/
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答 2-2 

 

① 派遣会社においては、「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」第２の２の（３）

に基づき、ある派遣先との間で労働者派遣契約が打ち切られたとしても、派遣先と協力し

ながら、派遣労働者の新たな就業先の確保を図り、それができない場合はまずは休業等を

行い雇用の維持を図るようにするとともに、休業手当を支払うこととなっています。詳し

くは、お近くの都道府県労働局の需給調整事業担当にお問い合わせ下さい。 

② 使用者のいわゆる「気持ち」によって見舞金等を支払ったとしても、労働基準法の休業

手当の支払義務を免れるものではなく、使用者の責に帰すべき事由により休業させる場

合、使用者（派遣会社）には、平均賃金の６割以上の休業手当を支払う義務があります（労

働基準法第 26条）。また、就業規則等において、労働基準法上の休業手当の要否にかかわ

らず、休業手当の支払いについて定めている場合は、休業手当を支払わなければなりませ

ん。 

  労働基準法上の休業手当の取扱いについては、「令和２年７月豪雨による被害に伴う労

働基準法や労働契約法に関するＱ＆Ａ」を御覧いただくか、お近くの都道府県労働局又は

労働基準監督署にお問い合わせ下さい。 

③ なお、令和２年７月豪雨の影響に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくさ

れた派遣会社が、派遣労働者の雇用維持のために休業等を実施し、休業手当を支払う場合、

雇用調整助成金を活用できることがあります。見舞金などの一時支給では対象にならない

など、助成金を受給するには支給要件を満たす必要がありますので、詳しくは雇用調整助

成金の URLをご覧いただくか、お近くの都道府県労働局又はハローワークにお問い合わせ

下さい。 

 

 

問 2-3 派遣労働者に年休を取得させたい。 

豪雨により、派遣先から派遣契約を打ち切られたが、派遣労働者が年次有給休暇を取得した取扱いとしてよ

いか。 

答 2-3 

 

① 年次有給休暇は、原則として、労働者の請求する時季に与えなければならないものであ

り、使用者（派遣会社）が一方的に取得させることはできません（労働基準法第 39 条第

５項）。 

② 年次有給休暇の労働基準法上の扱いについては、お近くの都道府県労働局又は労働基準

監督署にお問い合わせ下さい。 

③ 派遣会社においては、「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」第２の２の（３）

に基づき、ある派遣先との間で労働者派遣契約が打ち切られたとしても、派遣先と協力し

ながら、派遣労働者の新たな就業先の確保などをしなければならないこととなっていま

す。詳しくは、お近くの都道府県労働局の需給調整事業担当にお問い合わせ下さい。 

 

 

問 2-4 派遣労働者の雇用を維持することがどうしても難しい場合、解雇してよいか。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/hakenhourei.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/haken-shoukai14/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00157.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00157.html
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_20200515.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_20200515.html
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/haken-shoukai14/index.html
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豪雨により、派遣先から派遣契約を打ち切られ、やむを得ない場合は、派遣労働者を解雇してよいか。 

答 2-4 

 

① 派遣会社においては、「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」第２の２の（３）

に基づき、ある派遣先との間で労働者派遣契約が打ち切られたとしても、派遣先と協力し

ながら、派遣労働者の新たな就業先の確保を図り、それができない場合はまずは休業等を

行い雇用の維持を図るようにするとともに、休業手当を支払うこととなっています。また、

派遣先においても、労働者派遣法第 29 条の 2 により、派遣先の都合により契約を打ち切

る場合には、新たな就業の機会の確保や休業手当等の支払に要する費用の負担等を講じな

ければならないこととされています。さらに、労働者派遣法第 26 条等により、労働者派

遣契約中に、契約の中途解除の際の新たな就業の機会の確保や、休業手当等の支払に要す

る費用の負担などに関する定めをすることになっていますので、まずは、労働者派遣契約

の内容を確認して下さい。詳しくは、お近くの都道府県労働局の需給調整事業担当にお問

い合わせ下さい。 

② 期間の定めのない労働契約を締結している労働者を解雇するに当たっては、民事上、客

観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇は無効となります

（労働契約法第 16条）。なお、期間の定めのある労働契約(有期労働契約)の契約期間途中

の解雇は、やむをえない事由がなければ許されず、有期労働契約期間中の解雇は、無効と

判断される可能性が無期労働契約の解雇よりも高いと考えられるので、留意が必要です

（労働契約法第 17 条第１項）。また、労働者を解雇するに当たっては、30 日以上前に予

告することなど一定の手続も原則として必要となります（労働基準法第 20条）。詳しくは、

「令和２年７月豪雨による被害に伴う労働基準法や労働契約法に関するＱ＆Ａ」を御覧い

ただくか、都道府県労働局又は労働基準監督署（解雇等についての民事上の相談について

は、都道府県労働局又は労働基準監督署内の総合労働相談コーナー）にお問い合わせ下さ

い。 

③ なお、令和２年７月豪雨の影響に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくさ

れた派遣会社が、派遣労働者の雇用維持のために休業等を実施し、休業手当を支払う場合、

雇用調整助成金を活用できることがあります。詳しくは問 2-6・答 2-6をご参照ください。 

 

 

問 2-5 派遣労働者に別の就業先を紹介したいが、遠いと断られたので、解雇してよいか。 

豪雨により、派遣先から派遣契約を打ち切られたが、別の派遣先を紹介したところ、断られた。 

答 2-5 

 

① まず、勤務場所など労働条件の変更については、よく派遣労働者と話し合って下さい。

個々の労働契約の変更による労働条件の変更の場合は、労使双方の合意がなければ変更で

きません（労働契約法第８条）。また、就業規則の変更により労働条件を不利益に変更す

る場合については、原則として労使双方で合意することなく変更することはできず、合意

せずに変更する場合であっても、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則

の変更による労働条件の変更の内容が合理的なものでなければなりません（労働契約法第

９条、第 10条）。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/hakenhourei.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/haken-shoukai14/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00157.html
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
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② 派遣会社においては、「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」第２の２の（３）

に基づき、ある派遣先との間で労働者派遣契約が打ち切られたとしても、派遣先と協力し

ながら、派遣労働者の新たな就業先の確保を図り、それができない場合はまずは休業等を

行い雇用の維持を図るようにするとともに、休業手当を支払うこととなっています。また、

労働者派遣法第 26 条等により、労働者派遣契約中に、契約の中途解除の際の新たな就業

の機会の確保や、休業手当等の支払に要する費用の負担などに関する定めをすることにな

っていますので、まずは、労働者派遣契約の内容を確認して下さい。詳しくは、お近くの

都道府県労働局の需給調整事業担当にお問い合わせ下さい。 

③ 期間の定めのない労働契約を締結している労働者を解雇するに当たっては、民事上、客

観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇は無効となります

（労働契約法第 16条）。なお、期間の定めのある労働契約（有期労働契約）の契約期間途

中の解雇は、やむをえない事由がなければ許されず、有期労働契約期間中の解雇は、無効

と判断される可能性が無期労働契約の解雇よりも高いと考えられるので、留意が必要で

す。（労働契約法第 17 条第１項）。また、労働者を解雇するに当たっては、30日以上前に

予告することなど一定の手続も原則として必要となります（労働基準法第 20条）。詳しく

は、「令和２年７月豪雨による被害に伴う労働基準法や労働契約法に関するＱ＆Ａ」を御

覧いただくか、都道府県労働局又は労働基準監督署（解雇等についての民事上の相談につ

いては、都道府県労働局又は労働基準監督署内の総合労働相談コーナー）にお問い合わせ

下さい。 

 

 

問 2-6  派遣労働者の雇用維持のため、雇用調整助成金を活用したいが、その制度の概要を教えて

欲しい。 

 被災地にある派遣会社がやむを得ず派遣労働者を休業させる場合、雇調金を使えるか。 

被災地にある派遣先の事業縮小に伴う休業の場合、雇調金を使えるか。 

答 2-6 

 

① 雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、休

業等を実施することにより労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当等の一部を助成

するものです。 

② 令和２年７月豪雨の影響に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた

派遣会社が、派遣労働者の雇用維持のために休業等を実施し、休業手当を支払う場合、雇

用調整助成金を活用できることがあります。 

③ 助成金を受給するには、支給要件を満たす必要がありますので、詳しくは雇用調整助成

金の URLをご覧いただくか、お近くの都道府県労働局又はハローワークにお問い合わせ下

さい。 

 

 

問 2-7  労働者派遣契約の中途解除を申し込まれた場合、金銭補償や就業機会の確保などを求めら

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/hakenhourei.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/haken-shoukai14/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00157.html
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_20200515.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_20200515.html
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/
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れるか。 

 豪雨により、派遣先に派遣契約を打ち切られたので、求償したい。 

 豪雨により、派遣先に派遣契約を打ち切られたので、取引先など別の派遣先のあっせんを求めたい。 

答 2-7 ① 労働者派遣法第 26 条等により、労働者派遣契約中に、契約の中途解除の際の新たな就

業の機会の確保や、休業手当等の支払に要する費用の負担などに関する定めをすることに

なっていますので、まずは、労働者派遣契約の内容を確認して下さい。 

② また、派遣先は労働者派遣法第 29条の２や、「派遣先が講ずべき措置に関する指針」第

６（３）に基づき、派遣先の関連会社での就業をあっせんする等により、新たな就業機会

の確保を図ることとなっています。詳しくは、お近くの都道府県労働局の需給調整事業担

当にお問い合わせ下さい。 

 

 

問 2-8  労働者派遣契約の一時的な履行停止を申し込まれた場合、派遣料金や金銭補償を求められ

るか。 

 豪雨のため、派遣先から、労働者派遣契約は解除せず、一時的な履行停止の申込みがあった。 

答 2-8   労働者派遣契約を解除せず、一時的に履行を停止する場合には、操業再開までの目途や

履行停止の間の派遣料金の取扱いについて、労働者派遣契約上の規定に基づき、派遣先と

よく話し合って下さい。 

 

 

問 2-9 豪雨のため、本来の派遣業務とは別の業務に派遣労働者を従事させてもよいか。 

答 2-9 労働者派遣契約に定められた本来の業務と別の業務に派遣労働者を従事させようとす

る場合には、労働者派遣契約の見直しが必要になります。まずは、派遣先とよく話し合っ

てください。詳しくは、お近くの都道府県労働局の需給調整事業担当にお問い合わせ下さ

い。 

 

 

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/haken-shoukai14/index.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/haken-shoukai14/index.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/haken-shoukai14/index.html
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３ 派遣先からの相談 

 

 

問 3-1 派遣会社に、労働者派遣契約の中途解除を申し込みたいが、金銭補償や別の派遣先のあっ

せんが必要か。   

労働者派遣契約に中途解除の場合の損害賠償等の規定があるが、豪雨の影響によるものな

ので無効とならないか。 

派遣契約の打ち切りを行うに当たり、契約上、損害賠償の規定があれば、天災でも賠償が必要か。 

答 3-1 

 

① 労働者派遣法第 26 条等により、労働者派遣契約中に、契約の中途解除の際の新たな就

業の機会の確保や、休業手当等の支払に要する費用の負担などに関する定めをすることに

なっていますので、まずは、労働者派遣契約の内容を確認して下さい。 

② また、労働者派遣法第 29 条の 2 により、派遣先においては、派遣先の都合により契約

を解除する場合には、新たな就業の機会の確保や休業手当等の支払に要する費用の負担等

の措置を講じなければならないこととなっています。派遣先からの解除であれば原則とし

て当てはまるものであり、豪雨に伴う経済上の理由により派遣契約を中途解除する場合に

は、法に基づく措置が必要です。 

③ なお、派遣先が豪雨の直接の影響を受けている場合など、派遣契約の中途解除が派遣先

の都合によらない場合であっても、派遣先は、「派遣先が講ずべき措置に関する指針」第

２の６の（３）に基づき、関連会社での就業をあっせんする等により、派遣労働者の新た

な就業機会の確保を図ることが必要です。詳しくは、お近くの都道府県労働局の需給調整

事業担当にお問い合わせ下さい。 

 

 

問 3-2 労働者派遣契約は中途解除しないが、派遣会社に一時的な履行停止を申し込みたい。 

豪雨で操業できないので、契約の一部不履行となるが、金銭的な補償をする必要があるか。 

一時的な操業停止の間、派遣会社が派遣料金を全額請求したいと言ってきたが、払えない。 

答 3-2 

 

  労働者派遣契約を中途解除せず、一時的に履行を停止する場合には、操業再開までの目

途や履行停止の間の派遣料金の取扱いについて、民事上の契約関係の話であるので、労働

者派遣契約上の規定に基づき、派遣会社とよく話し合って下さい。 

 

 

問 3-3 豪雨のため、本来の派遣業務とは別の業務に派遣労働者を従事させてもよいか。 

答 3-3 

 

 労働者派遣契約に定められた本来の業務と別の業務に派遣労働者を従事させようとする

場合には、労働者派遣契約の見直しが必要になります。詳しくは、お近くの都道府県労働局

の需給調整事業担当にお問い合わせ下さい。 

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/haken-shoukai14/index.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/haken-shoukai14/index.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/haken-shoukai14/index.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/haken-shoukai14/index.html

